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令和８年度（２０２６年度）外国人材受入企業支援事業業務委託の委託者募集に係る 

質問への回答              

 

 

質  問 回  答 

回答日 

１ ① （仕様書 4 業務の内容 (1) アの

（カ）） 

 

「他の制度に関する相談……につい

ては、他の担当・関係機関等へ繋ぐ」

とありますが、ここで想定されている

「他の制度」とは具体的にどのような

ものを指しますか。例示があればご教

示ください。 

 

② （仕様書 4 業務の内容 (1) エ） 

相談窓口の開設期限について 

 

相談窓口の開設期限が「令和 8年 月 

日」と空欄になっていますが、県とし

て希望する具体的な期限（目処）はあ

りますか。 

 

③ （仕様書 4 業務の内容 (２) ア） 

訪問型支援の対象企業の所在地につ

いて 

 

訪問先は県と協議して決定するとあ

りますが、見積における旅費・交通

費を試算するにあたり、県が想定し

ている訪問企業の主な地域（圏域）

や、移動距離の目安があれば教えて

ください。 

 

・（ア）から（カ）以外の内容に関する相

談を指しており、特定の制度を想定したも

のではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

・相談窓口の開設については、遅くとも令

和８年（２０２６年）４月３０日（木）ま

でを想定しておりますが、当該業務の財源

としている「地域未来交付金（地域未来推

進型）」の交付決定時期によっては上記期

限より延長する場合がございます。 

 

 

・県内全域を想定しています。 
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④ （仕様書 4 業務の内容 (３) ア） 

セミナーにおける講師の選定につい

て 

 

行政書士等による講習の実施にあた

り「県行政書士会等との連携につい

て県と協議する」とありますが、こ

れは県行政書士会から講師が登壇す

ることを前提とした計画でよろしい

でしょうか。 

 

⑤ （仕様書 4 業務の内容 (４)） 

情報交流会における監理団体の募集

について 

 

「今後、外国人材の受入を予定・検

討している企業」を主な対象とする

とありますが、一方で参加する「監

理団体」側の募集方法や選定基準に

ついて、県側で具体的な想定はあり

ますか。 

 

⑥ （仕様書 4 業務の内容 (5)） 

手引きの更新内容と配布部数につい

て 

 

１）「手引きの更新」について、法

改正等に伴う情報の更新だけでなく

、デザインや誌面構成の抜本的な刷

新（リニューアル）まで求められる

ものですか。 

 

 

２） 配付先及び部数について、現時

点で県が想定している主な配布先 

（数）と、全体の配布見込み部数を

教えてください。 

・県行政書士会が講師として登壇すること

を必ずしも前提とするものではなく、セミ

ナー終了後の個別相談会への協力など、い

ずれかの形で県行政書士会等と連携するこ

とを想定しています。 

 

 

 

 

 

 

・熊本県内で登録されている特定監理団体

および一般監理団体を対象に、先着順で募

集を行います。なお、募集にあたっては、

県から各監理団体へ通知文を発出し、参加

希望を募ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）既存のデザイン、レイアウトを基本と

しつつ、新たな制度改正を踏まえた改訂を

行うとともに、外国人材受入に係る県の取

組、優良受入企業の取組を追加するもので

あり、デザインや誌面構成の抜本的な刷新

まで求めるものではございません。 

 

２）県内商工団体や職能団体、監理団体等

を想定していますが、具体的な配布部数に

ついては受託者と協議のうえ決定します。 
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⑦ （仕様書 4 業務の内容 (6) ウ） 

ホームページの公開期限について 

 

ホームページの運用開始時期が「令

和8年 月 日」と空欄になっています

が、県として希望する具体的な期限

（目処）はありますか。 

 

 

⑧ （仕様書 5 委託事業の目標指標） 

事業の目標指標に関する過去実績に

ついて 

 

過去の「熊本県外国人材受入企業支

援センター」における相談件数、 

（実施歴があればセミナー参加数等

）の実績値をご教示ください。 

 

⑨ （仕様書 7 業務の実績報告及び成果

物の納品 エ） 

手引きの納品部数の考え方について 

 

成果物として「手引き 2,000部」と

ありますが、これは「期間中に配布

した数と、年度末の残部数の合計」

が2,000部であればよいのか、それと

も「配布用とは別に、年度末に未使

用状態で2,000部を納品する」という

意味でしょうか。 

 

 

・ホームページの公開期限については、遅

くとも令和８年（２０２６年）５月２９日

（金）までを想定しておりますが、当該業

務の財源としている「地域未来交付金（地

域未来推進型）」の交付決定時期によって

は上記期限より延長する場合がございます

。 

 

 

【相談件数】 

・令和６年度：７０件（６カ月） 

・令和７年度：８０件（９カ月） 

【セミナー参加者数】 

・令和６年度：２１２人（３回） 

・令和７年度：１３５人（４回） 

 

 

 

・期間中に配布する部数を含めて2,000部

という意味です。 

    


